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  第 1 章 

基本事項 
 

1.1 策定の趣旨 

上下水道は、市民生活や社会経済活動を支える重要なライフラインの一つです。 

本市は、上下水道事業開始以来、安全で良質な水道水の安定供給と、生活環境の保

全及び快適なまちづくりに取り組んできました。2003（平成 15）年 4 月に水道事

業と下水道事業の組織を統合した「川越市上下水道局」を発足させ、効率的な事業運

営に努めています。2009（平成 21）年度に計画期間を 10 年とする「川越市水道

ビジョン」を策定し、水道事業が目指すべき将来の方向性を示しました。 

このビジョンの策定から 10 年が経過し、その間、本市の上下水道事業を取り巻く

環境は大きく変化しました。東日本大震災や近年多発する局地的大雨などの自然災害

の教訓から、上下水道施設の耐震化を含めた危機管理対策強化の必要性が高まってい

ます。さらに、年々増加する老朽化施設への対応も急務である一方、人口減少等によ

り水道料金・下水道使用料収入は減少が見込まれています。 

今後も厳しさを増す経営環境の中、上下水道事業は、市民生活を支える不断の事業

として、お客様から信頼され、後世に引き継がなければなりません。 

国の計画においても、こうした各自治体が抱える課題を踏まえ、「新水道ビジョン」

「新下水道ビジョン」が策定され、今後の上下水道事業が取り組むべき施策等が示さ

れました。 

このような背景のもと、「川越市水道ビジョン」を総括するとともに、下水道事業

をあわせて、上下水道事業の目指すべき方向性を明らかにし、上下水道局として長期

的に取り組むべき経営課題に対する施策等を示すため、「川越市上下水道ビジョン」

を策定するものです。 
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1.2 計画の位置づけと期間 

 

1.2.1 計画の位置づけ 

 

本ビジョンは、国の計画である「新水道ビジョン（厚生労働省）」や「新下水道

ビジョン（国土交通省）」の趣旨を踏まえ、「第四次川越市総合計画」との整合を図

り、実効性を確保するため、社会情勢の変化に対応しながら適切な進行管理に努め

ます。 

 

 

 

1.2.2 ビジョンの計画期間 

 

計画期間は、2019（平成 31）年度から 2028 年度までの 10 年間とします。 
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1.3 基本理念 

上下水道事業は、市民の生命や環境を維持するために不可欠な事業であり、将来に

わたり、安全で安定したサービスを提供し続けなければなりません。 

水道事業は、安全で良質な水道水を安定的に供給することで、日々の生活にうるお

いを届けます。また、下水道事業は、生活環境や水質環境の保全により快適な水辺空

間を創造し、まちにうるおいを与えます。 

上下水道事業は、うるおいの環（わ）でつながっています。そして、この環（わ）

を未来へつなげる使命を有しています。 

この使命を達成するため、「川越市上下水道ビジョン」では 

『未来へつなぐ うるおいの環 川越の上下水道』 

  を基本理念として掲げます。 
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1.4 水道事業の概要 

 

1.4.1 水道事業の沿革 

 

本市の水道事業は、1951（昭和 26）年度に計画給水人口 32,000 人、計画一

日最大給水量 5,000m3/日の当初認可を受け事業を実施し、1954（昭和 29）年

度に郭町浄水場から給水を開始しました。その後、市勢の発展に伴う給水量の増加

に対応するため、7 次にわたる拡張を重ね、2015（平成 27）年度、給水人口及

び水需要の変化に伴う認可の軽微な変更を行いました。 

現在、基幹管路や重要施設配水管の耐震化、老朽管の更新、浄水場施設の修繕・

耐震補強等の事業を実施しています。 

 

水道事業の沿革 
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1.4.2 給水人口・水需要の動向 

 

(1) 給水人口 

 

給水人口は、水道普及率がほぼ 100%に達しており、給水区域が市内全域で

あることから、行政区域内人口とほぼ一致します。本市の人口は、2015（平成

27）年度には 350,000 人に達し、それ以降も微増傾向にありますが、少子化

に伴う人口減少の影響により 2019（平成 31）年度にピークを迎えて、上下水

道ビジョンの目標年次である 2028 年度には、約 347,000 人まで減少する見

込みです。 

 

給水人口の推移 
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(2) 水需要 

 

水需要は、給水人口や一人当たりの使用量の動向、気候変動等に左右されます。 

一日平均給水量は、2008（平成 20）年度から 2017（平成 29）年度まで

に約 4%減少しています。 

今後、給水人口は徐々に減少していくものと予測され、一人当たりの水使用量

も、節水意識の向上、節水機器の普及、生活様式の変化等により、減少傾向が続

く見込みです。さらに、市内の企業においては、独自の水源を確保するなどの節

水対策が進んでおり、将来の水需要は年々減少するものと予測されます。 

 

給水量の推移 

 

 

一人一日平均使用水量の推移 

 

※一人一日平均使用水量 ＝ 生活用水量（ℓ/日）／給水人口（人） 
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1.4.3 水源 

 

水道事業の水源は、地下水と埼玉県営水道から供給される浄水（以下「県水」と

いう。）です。 

創設期から地下水を水源としてきましたが、1950 年代後半から 1970 年代初

期の高度経済成長期を契機とする急激な水需要増加への対応、また、地下水の取水

による地盤沈下を抑制するため、1974（昭和 49）年度から県水の受水を開始し

ました。 

現在は、総配水量の約 90%を県水受水、約 10％を地下水取水により運用して

います。 

 

地下水取水量と県水受水量の推移 

 

  



8 

 

(1) 県水受水 

 

県水は、中福受水場、霞ケ関第二浄水場の２箇所で受水しています。中福受水

場は、県営大久保浄水場から、霞ケ関第二浄水場は、県営大久保浄水場及び県営

吉見浄水場から受水しています。また、県水の水源は、利根川水系と荒川水系の

河川の水で構成されています。 

 

県水取水系統図 

 

 

 

(2) 地下水取水 

 

地下水は、市内 41 箇所の井戸から取水し、７箇所の浄水場で浄水処理を行い、

市内に配水しています。 
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1.4.4 施設の状況 

 

(1) 井戸 

 

市内４１箇所の井戸から地下水を取水し、浄水場で浄水処理をしています。 

 

            浄水場系統別井戸   （2017 年度末） 

 

 

 

郭町浄水場第１水源  
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(2) 浄水施設・配水池 

 

浄水施設において処理された水は、配水池に一時的に貯留されます。配水池は、

水の需要量の変化に対応し、安定して水道水を配水するための施設です。市内 7

箇所の浄水場と 1 箇所の受水場（以下「浄水場施設」という。）に 18 池の配水

池があります。 

浄水場施設       （2017 年度末） 

 

 

中福受水場配水池 
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(3) 管路 

 

水道管路は、2017（平成 29）年度末で総延長 1,473km、内訳は導水管が

21km、送水管が 1km、配水管が 1,451km です。 

管種別の割合は、塩化ビニル管が全体の 44%、ダクタイル鋳鉄管が全体の

43%、配水用ポリエチレン管が全体の 12％で、この 3 つの管種で全体の 99%

を占めています。 

2006（平成 18）年度から、管の更新には、耐震性能が高いとされるダクタ

イル鋳鉄管（耐震継手）と配水用ポリエチレン管（融着継手）を採用しています。 

布設年度別では、1970 年代前半と 199０年代前半に布設延長が多くなって

います。 

 

年度別配水管布設延長 
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(4) 古谷水道復旧用資材倉庫 

 

地震災害時等に、ライフラインである水道施設の早期復旧を図るため、必要な

応急復旧用資材を備蓄する倉庫です。 

 

建物概要  敷地面積 3, 304.37m2 

延べ床面積 687.03m2（1F 602.16 m2、2F 84.87 m2） 

 

応急復旧用資材       （2017 年度末） 

  

給水用資材         （2017 年度末） 

 

〔数字〕は備蓄数 

 

倉庫（外観）          倉庫（内部）  



 

13 

 

  第 1 章 

1.4.5 経営状況 

 

水道事業の根幹である料金収入は、近年減少傾向にあり、とりわけ一般家庭での

節水意識の向上と節水機器の普及、大口需要者の地下水転換等が大きく影響してい

るものと考えられます。 

給水人口は増加してきましたが、2019（平成 31）年度にはピークを迎え、数

年後には減少に転じることが予測されており、料金収入の減少傾向が顕著になると

推測されます。 

将来にわたり水道事業を安定して持続させるため、さらなる事業の効率化や経費

の削減に努めるとともに、中長期的視点に立った財政計画を立案し、経営基盤の強

化に向けた様々な取組が必要です。 

 

料金収入と給水人口の推移 
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1.5 下水道事業の概要 

 

1.5.1 下水道事業の沿革 

 

本市の下水道事業は、1924（大正 13）年に市内全域の大規模な下水道計画を

策定したことに始まります。1926（大正 15）年には、現在の末広町、仲町付近

の排水を新河岸川に導く工事に着手しました。 

次いで 1931（昭和６）年度に事業認可を受け事業を実施しました。その後、

1960（昭和 35）年度に新たな事業認可を受け、1964（昭和 39）年度に川越

市滝ノ下終末処理場での処理を開始しました。 

さらに 1977（昭和 52）年度に荒川右岸流域下水道へ参加し、同年より流域関

連公共下水道事業に着手しました。 

2006（平成 18）年度に川越市滝ノ下終末処理場は県へ移管され、川越市の下

水道事業を行っている区域はすべて荒川右岸流域下水道へ参加することになりま

した。 

現在、未普及対策、緊急輸送路内の埋設管路等の耐震化、老朽化した下水道施設

の更新及び浸水対策を実施しています。 

 

下水道事業の沿革 
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1.5.２ 汚水処理の状況 

 

(1) 処理人口 

 

処理人口は、市街化区域及びその周辺を中心とした区域の整備により、2017

（平成 29）年度末には 301,574 人に達し、下水道人口普及率は 85.６%とな

っています。 

 

処理人口と普及率の推移 
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(2) 汚水量 

 

汚水量は、水需要の変化や処理人口の変動に伴い増減します。ここ数年の日平

均汚水量は概ね 120,000～130,000m3/日で推移しています。 

 

日平均汚水量の推移 

 

 

 

(3) 汚水処理施設の状況 

 

本市の公共下水道は、大部分が分流式下水道で下水を排水しており、県が建設

した下水道管（荒川右岸流域下水道幹線）へ汚水を排水しています。この下水道

管に排水された汚水は、和光市にある県で管理・運営している新河岸川水循環セ

ンターで処理され、新河岸川に放流しています。 

このほかは、合流式下水道で下水を排水する区域で、大字大仙波地内にある県

で管理・運営している新河岸川上流水循環センター（旧川越市滝ノ下終末処理場）

で処理され、新河岸川へ放流しています。 
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荒川右岸流域下水道の概要 

 

  

新河岸川上流水循環センター        新河岸川水循環センター 

出典：埼玉県「埼玉県の下水道」（平成 29 年度） 
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1.5.3 雨水排水の状況 

 

(1) 雨水整備 

 

公共下水道の雨水は、旧市街地に対して合流式下水道として整備が完了してい

ます。また、周辺部分は分流式下水道（雨水）として、雨水整備を実施していま

す。 

 

(2) 雨水排水先 

 

雨水の排水先は、地形に従って、入間川・小畔川に流入する区域と不老川・新

河岸川に流入する区域に分かれています。 

 

排水先河川の概要 
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1.5.4 施設の状況 

 

(1)  管路 

 

下水道管路の総延長は、2017（平成 29）年度末で 1,169km、内訳は合流

管が 214km、分流汚水管が 831km、分流雨水管が 124km となっています。 

管種別の内訳は、鉄筋コンクリート管が全体の 69%、硬質塩化ビニル管が全

体の 25%となっており、この２つの管種で全体の 9４%を占めています。 

布設年度別では、1990（平成 2）年前後に布設延長が多くなっています。 

 

年度別下水道管布設延長 
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(2) ポンプ場・雨水調整池等 

 

ポンプ場・雨水調整池については以下のとおりです。また、合流式下水道を対

象とした「川越市合流式下水道緊急改善事業」により、公共用水域の水質汚濁の

改善と公衆衛生の向上を図るため 夾
きょう

雑物
ざつぶつ

除去装置や貯留施設を設置していま

す。 

 

   主要なポンプ場     （2017 年度末） 

 

 

       その他のポンプ場等     （2017 年度末） 

 

 

     合流式下水道改善施設     （2017 年度末） 
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1.5.5 経営状況 

 

下水道事業の根幹である使用料収入は、2009（平成 21）年度から 2012（平

成 24）年度までの 4 年間で、段階的に使用料の改定を行ったことにより、増加し

てきました。 

将来にわたり下水道事業を安定して持続させるため、さらなる事業の効率化や経

費の削減に努めるとともに、中長期的視点に立った財政計画を立案し、経営基盤の

強化に向けた様々な取組が必要です。 

なお、2012（平成 24）年度までは、下水道使用料だけでは汚水処理の経費を

賄えておらず、一般財源から補助金を繰り入れていました。現在は、使用料改定に

伴い、受益者負担の原則に沿った経営を行っています。 

 

使用料収入と水洗化人口の推移 
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